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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 目的

自動運航船において遠隔から避航操船が必要な場合を想定した上で、遠隔オペレータの能力要
件を特定し、ROCシミュレータを用いる遠隔オペレータの教育訓練手法を提示する。本研究では
「遠隔監視・操船センターの理解(避航操船に限る)」および「データ通信の理解(避航操船に限
る)」を対象に実験を実施する。

 目的

現在、日本ではあらゆる分野において人手不足が社会的な問題となっている．自動運航に係る
技術開発の進展、無人運航船の運航が、それらの問題を解決するための方法の一つとして期待が
高まっており，日本財団の「無人運航船の実証実験にかかる技術開発助成プログラム」によって，
無人運航船の実用化が行われている。

無人運航船の実用化を確実なものとするためには，無人運航船の安全評価をはじめとする社会
基盤の早期整備が必要不可欠である。海技教育機構は、2023年度からの3年間において上記
プロジェクトの参加し，リモートオペレーションセンター（ROC）※を模擬する訓練施設を整備した。

 背景

どんな能力をもつ遠隔OPであれば，
市場に受け入れられるかに着目
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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 前提条件

レベル２

右舷45°の船舶の船尾を航過す
るため，H/C 060 にセット

FAからステータスが低下の際の遠隔
操船のイメージ（⑤）

舵および機関の制御権の優先は、ANS＜RC＜On-boardの順
上位は下位にある制御権を必要に応じて強制的に切り替え可能※

 制御権の優先度（遠隔オペレータの重要な役割は事故防止）

※制御権の切り替えは、非常時対応（ステータス低下を含む）だけでなくエラーチェーン切断等にも使用可能

 遠隔監視又は遠隔操船を行う遠隔オペレータ（陸員）が担う役割

レベル１

レベル1：監視・補助（Q/Mのイメージ）
－ ROCにおいて，監視対象船および周囲状況に対する適切な見張りを実施する
－ 異常や危険兆候を認知し，その内容をレベル2および船上の搭乗者に報告・共有する
－ 船上の船員またはレベル2の指示に基づき，遠隔から操舵操作を実施する

レベル2：操船判断・避航操船（責任当直航海士のイメージ）
－ レベル1および船上の搭乗者と連携し，安全な航海当直体制を維持する
－ 自動運航システムの状態や周囲状況を踏まえ，避航操船の開始を判断する
－ 遠隔環境下において，適切な避航操船を実行する

ステータス※ 自動運航システムの役割
（ANS） 遠隔の役割 遠隔オペレータの配置 ブリッジの当直

（700総トン以上）

⑤
FA
（ステータスがMM以下に低下し
てから、ブリッジ2人体制となるま
での時間を含む）

全てをシステムに委任
監視
操船（ステータス低下後から
ブリッジ2人となるまで）

レベル1以上：1人
レベル2：1人

B0
※ステータス低下後からブリッジ2人となるまでの間は

陸上の2人が対応



5

 遠隔監視・操船センターの設定
実験環境 内容
地理範囲 海上交通安全法や港則法の適用海域を含まない沿岸海域
航行条件 昼間、視程10マイル以上
天候条件 波高最大 2m 以下、風速 5ｍ/s以下
通信条件 陸上の遠隔支援センター（ROC）と常時接続
船種 定期航路 コンテナ船
他船・交通 AISとARPAによる検出可能、当校が2023年度に設定の基礎実験シナリオを使用

衝突回避 自動運航システム（ANS:完全自動運転が一部可能な自動化レベル)の実装を想定。
有資格者が1人以上乗船しており、最終責任者は船上にいる者

制御権 舵および機関の制御権の優先は、ANS＜RC＜On-boardの順
通信障害 2秒までとする

ANS アラート
ステータス※３ 内容

他船の接近 CPA一定距離未満（前方6.4L:0.7NM,左右後方1.4L:0.2NM※1）かつTCPA一
定接近時間未満（12分）※2に接近する他船が存在する場合は、TC※４以下に低下

※1 井上欣三,バンパーモデル，※2 2024年度実験結果２σ:195sec＋S/B Fullの舵角10度:316sec＋6.4L行会い:104sec+移動時間30sec×2、
※３ ステータスの説明は次のページを参照 ※４トラックコントロール

早期避航
危険な操船は禁止

システム不良時や
安全領域を侵す場合は人間

遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 前提条件
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 ROCsim室の構成
リモートモニタリングステーション
（RM St.）

SH St.複製画面表示装置、RC St.複製画面表
示装置、操作用マウス、ステータスモニタリング装置、
船上音受信スピーカ、船陸間直通電話

ROCシミュレータ
スタッフブース 

リモートコントロールブリッジス
テーション （RC St.）
操舵装置、航海コンソール、オーバーヘッドパネ
ル、音響装置、 GPS、VHF、視界再現装置、
レーダ、TCS付きECDIS、AMS付きECDIS、
双眼鏡（方位計測機能付き）、ステータスモ
ニタリング装置、船陸間直通電話

操船ブリッジステーション
（SH St.） 

操舵装置、航海コンソール、オーバーヘッドパネ
ル、音響装置、 GPS、VHF、視界再現装置、
レーダ、 ECDIS、双眼鏡、レピーターコンパス、
ステータスモニタリング装置、船陸間直通電話

操船シミュレータス
タッフブース 

遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 実験環境
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• 海技免許(航海)の三級以上
• 免許取得後に乗船履歴が１年以上
• ２人１組として実施

 被験者

被験者16人
一級水先人：1人，船長：9人，
C/O：1人，2/O：2人，3/O：3人

実験１のシナリオ

現時点では遠隔OPはいない
どんな能力をもつ遠隔OPであれば，市
場に受け入れられるかに着目

遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 方法
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 実験１
• ROCsim※１を用いて避航操船が必

要な状況を提示し、遠隔から監視・
操船の一連を体験させる実験

• 実験後、遠隔からの避航対応に必要
なスキルについて主観評価アンケート
調査を実施

※１ リモートオペレーションセンターを模擬するシミュレータ施設

 実験２
• ROCsim ※１を用いて、通信遅延にお
ける遠隔操船を体験させる実験を実
施

• 実験後、遠隔からの避航対応に必要
なスキルについて主観評価アンケート
調査を実施

主観評価アンケート
STCW A-2-1表「総トン数500トン以上の船舶において甲板部の当直を担当する職員の最小限の能力
基準の詳細」の内の避航操船に関係する項目を提示し、過不足を含めた必要度を回答させる

＜設定状況＞
避航が必要な他船が接近

ANS

海陸

レベル２

ANSアラート B0_ANSアラート
調査項目
①実験開始時刻
②RMでの状況報告の開始時刻
②RCへの移動開始時刻
③RCで変針を開始する時刻
④避航操船終了時刻
（次の変針点に向けた時刻）
⑤選択した操舵方法
（TC or H/C or Follow-UP）複数隻監視時は、別の者

による監視継続が必要

レベル１以上

遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 方法
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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 方法
 不要項目の洗い出し

7件法で必要度を調査
1:非常に不要
2:かなり不要
3:やや不要
4:どちらでもない
5:やや必要
6:かなり必要
7:非常に必要

 各項目の特徴の検討

 不足項目の抽出
自由記述で調査

表1 避航操船に着目する場合に、遠隔監視・操船センターの理
解およびデータ通信の理解に関してROに求められる最低限の能力

Competence Knowledge Understanding Proficiency (KUP) コレスポンデンス分析での表現 item Level1 Level2

制御監視対象船の操縦性能を理解で
きる

三級海技士に含む「操船（船舶の操縦性能：舵及びスクリュープロペラの作用、停止距離、
旋回圏、スクオート、横揺れ及び縦揺れによる余裕水深の減少、操船に及ぼす浅い水域、
風、波、及び流潮の影響、航過する船舶間の相互作用、側壁影響、損傷回避のための減速
航行、操船上の推進機関の特徴）」に関する知識を有すること

1_1※ Lv1 Lv2

制御監視対象船の操船特性を加味して、ROCから変針、保針、増減速するための操作がで

きる
操縦性能を加味した遠隔操船 1_2 ー Lv2

制御監視対象船の航海計画、航行お
よび位置を理解できる

三級海技士に含む「航海の計画・航行及び船位の決定の能力」を有すること（STCWコード

A-2-1表：天文航法、地文航法及び沿岸航法、船位測定及び航法のための電子装置、音響

測深機、磁気コンパス及びジャイロコンパス、操舵制御装置、気象参照）

2_1 Lv1 Lv2

制御監視対象船の航海計画を確認できる 航海計画の確認 2_2 Lv1 Lv2
制御監視対象船の要目（船名、船の全長、幅、喫水など）及び航行情報（位置・針路・速力・
回頭角速度など）を確認できる

船体要目や航行情報の確認 2_3 Lv1 Lv2
制御監視対象船付近の気象海象の情報を確認できる 気象海象の確認 2_4 Lv1 Lv2
その情報の真正を搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる 気象情報の真偽確認 2_5 Lv1 Lv2

制御監視対象船の操船権の状態を理
解できる

制御監視対象船の舵および機関の制御権の所在（制御監視対象船及びROCの別）を確認

できる
制御権所在の確認 3_1 Lv1 Lv2

自動運航システムの自動化レベルを確認できる 自動化レベルの確認 3_2 Lv1 Lv2
制御監視対象船が安全な航海当直を
維持していることを理解できる

三級海技士に含む「安全な航海当直の維持の能力」を有すること（STCWコード A-2-1表：当

直、COLREGs、航海当直、効果的な船橋共同作業、航路の利用、航海計器から得られる情

報の利用、狭視界航行技術、VTS、BRM参照）
4_1 Lv1 Lv2

自動運航システムのアラートに対して適切に対応できる ANSアラートの対応 4_2 Lv1 Lv2
制御監視対象船が安全な航海当直を維持するために必要な情報を、制御監視対象船と
ROCにおいて共有できる

外部情報を収集して共有 4_3 Lv1 Lv2
景観カメラ映像の情報をレーダやAISで補完することができる 映像情報をレーダやAISで補完 4_4※ Lv1 Lv2

制御監視対象船が自動運航システムによる制御中であり、かつ安全な航海当直が維持で
きていないことが認められる場合に、ROCから操船できる

遠隔操船の開始を判断して実行 4_5 ー Lv2

安全な航海維持のためのレーダおよ
びARPA情報を理解できる

三級海技士に含む「安全な航海維持のためのレーダおよびARPA情報の使用に関する能

力」を有すること（STCWコード A-2-1表：レーダ航法参照）（レーダの最小探知距離・最大探

知距離が重要）

5_1 Lv1 Lv2

制御監視対象船上にあるレーダと同程度の内容を表示する装置をROCにおいて操作し

（ROCでの操作は制御監視対象船上のレーダに影響を与えない），周囲対象物の情報（制

御監視対象船との位置関係やCPA等を含む）を確認できる

レーダで他船CPA等の確認 5_2 Lv1 Lv2

その情報の真正を、搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる レーダ情報の真偽確認 5_3 Lv1 Lv2
その装置から制御監視対象船の周囲対象物の情報（制御監視対象船との位置関係やCPA
等を含む）を確認し、利用できる

レーダ情報の利用 5_4 ー Lv2
三級海技士に含む「安全な航海維持のためのECDISの使用に関する能力」を有すること

（STCWコード A-2-1表：ECDISを使用する航海参照）
6_1 Lv1 Lv2

制御監視対象船上にあるECDISと同程度の内容を表示する装置をROCにおいて操作できる

（ROCでの操作は制御監視対象船上のECDISに影響を与えない）
ECDIS操作 6_2 Lv1 Lv2

その装置から制御監視対象船付近の周辺海域の海図情報（制御監視対象船の位置や水
深、険悪物等を含む）を確認できる

ECDISで水深・険悪物等の確認 6_3※ Lv1 Lv2
その情報の真正を搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる ECDIS情報の真偽確認 6_4 Lv1 Lv2
その装置から制御監視対象船がある周辺海域の海図情報（航路標識、水深、険悪物等を含
む）を確認し、利用できる

ECDIS情報の利用 6_5 ー Lv2
制御監視対象船上にあるAMSと同程度の内容を表示する装置をROCにおいて操作できる

（ROCでの操作は制御監視対象船上のAMSに影響を与えない）
AMS操作 7_1 Lv1 Lv2

その装置から制御監視対象船上のアラート（Alert/Warning/Caution）を確認できる AMSアラートの確認 7_2 Lv1 Lv2
その情報の真正を搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる AMSアラートの真偽確認 7_3 Lv1 Lv2
テキストメッセージを制御監視対象船から受信できる 8_1 ALL
テキストメッセージを制御監視対象船に送信できる 8_2 ALL
音声により通信できる 8_3 ALL
通信障害の有無を確認できる 8_4 ALL

※はLevel1のみの質問項目，Level2はLevel1を包含する条件のためLevel2も同じと扱う

安全な航海維持のためのECDIS情報

を理解できる

安全な航海維持のためのアラートマネ
ジメントシステム（AMS）情報

（BNWASを含む）を理解できる

船陸間の通信に関して理解ができ
る

ロバート・カッツ理論
T:業務遂行能力
H:対人能力
C:概念化能力
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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 結果ー不要項目

 7件法※での必要度の分析結果（分析は，1標本t検定の片側検定を実施した）
仮説 数式 内容
帰無仮説 𝐻𝐻0 μ = 4 平均は4と等しい
対立仮説 𝐻𝐻1 μ > 4 平均は4より大きい（必要寄り）

※ 7件法 1非常に不要〜4どちらでもない〜7非常に必要

非常に必要非常に不要 どちらでもない 非常に必要非常に不要 どちらでもない

→提示したすべての項目について有意差があり，必要であることが支持された

レベル２

レベル１

レベル１ (n=16) レベル２ (n=16)
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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 結果ー不足項目

 乗船経験に基づく倫理観や責任感，
レベル1においても一定程度求められ
るものの，特にレベル2では，遠隔か
らの「操船」と不可分な中核的能力
要件として，より強く位置づけられる 

 レベル1・2ともに乗船経験に言及

 遠隔環境特有の状況認識への対応
が必要になると言及

レベル２

レベル１ 共起ネットワーク分析
「語同士のつながり」を、点(ノード)と線(エッジ)
のネットワーク図として可視化することで、テキス
ト全体の構造や文脈を直感的に把握
・エッジが太い(赤)ほど強固な共起関係
・海技免許有資格者6人の同意から読み取り

レベル１ (n=16)

レベル２ (n=16)
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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 結果ー不足項目

 共起関係が特定の語に集中せず，
• 知覚媒体に関する語(何から)，
• 知覚媒体から収集すべき具体的事象の語(何を)
• 通信対応・危険認識・針路調整等の具体的な

作業要素を示す語(どうする)
という三つの語群が，共起関係に基づいて層的に関
係づけられた構造

 共起の集中度が高い構造を示し，
• 対話からの情報
• 乗船経験およびANSの知識
• 航海する上での法規知識や責任
基盤として、これらを統合して操船を実
行できる能力が不可欠

 乗船経験の不足が操舵における危険リスクの一つ

レベル１ (n=16)

レベル２ (n=16)
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コレスポンデンス分析：各itemに対す
るT/H/C分類の関係をで可視化
k-means分析：距離的な類似性を
基準にして、客観的にクラスタリング

 2分類が形成
 多くのitemが対人能力(H)および業

務遂行能力(T)の近傍に配置
Competence Knowledge Understanding Proficiency (KUP) コレスポンデンス分析での表現 item Level1 Level2

制御監視対象船の操縦性能を理解で
きる

三級海技士に含む「操船（船舶の操縦性能：舵及びスクリュープロペラの作用、停止距離、
旋回圏、スクオート、横揺れ及び縦揺れによる余裕水深の減少、操船に及ぼす浅い水域、
風、波、及び流潮の影響、航過する船舶間の相互作用、側壁影響、損傷回避のための減速
航行、操船上の推進機関の特徴）」に関する知識を有すること

1_1※ Lv1 Lv2

制御監視対象船の操船特性を加味して、ROCから変針、保針、増減速するための操作がで

きる
操縦性能を加味した遠隔操船 1_2 ー Lv2

制御監視対象船の航海計画、航行お
よび位置を理解できる

三級海技士に含む「航海の計画・航行及び船位の決定の能力」を有すること（STCWコード

A-2-1表：天文航法、地文航法及び沿岸航法、船位測定及び航法のための電子装置、音響

測深機、磁気コンパス及びジャイロコンパス、操舵制御装置、気象参照）

2_1 Lv1 Lv2

制御監視対象船の航海計画を確認できる 航海計画の確認 2_2 Lv1 Lv2
制御監視対象船の要目（船名、船の全長、幅、喫水など）及び航行情報（位置・針路・速力・
回頭角速度など）を確認できる

船体要目や航行情報の確認 2_3 Lv1 Lv2
制御監視対象船付近の気象海象の情報を確認できる 気象海象の確認 2_4 Lv1 Lv2
その情報の真正を搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる 気象情報の真偽確認 2_5 Lv1 Lv2

制御監視対象船の操船権の状態を理
解できる

制御監視対象船の舵および機関の制御権の所在（制御監視対象船及びROCの別）を確認

できる
制御権所在の確認 3_1 Lv1 Lv2

自動運航システムの自動化レベルを確認できる 自動化レベルの確認 3_2 Lv1 Lv2
制御監視対象船が安全な航海当直を
維持していることを理解できる

三級海技士に含む「安全な航海当直の維持の能力」を有すること（STCWコード A-2-1表：当

直、COLREGs、航海当直、効果的な船橋共同作業、航路の利用、航海計器から得られる情

報の利用、狭視界航行技術、VTS、BRM参照）
4_1 Lv1 Lv2

自動運航システムのアラートに対して適切に対応できる ANSアラートの対応 4_2 Lv1 Lv2
制御監視対象船が安全な航海当直を維持するために必要な情報を、制御監視対象船と
ROCにおいて共有できる

外部情報を収集して共有 4_3 Lv1 Lv2
景観カメラ映像の情報をレーダやAISで補完することができる 映像情報をレーダやAISで補完 4_4※ Lv1 Lv2

制御監視対象船が自動運航システムによる制御中であり、かつ安全な航海当直が維持で
きていないことが認められる場合に、ROCから操船できる

遠隔操船の開始を判断して実行 4_5 ー Lv2

安全な航海維持のためのレーダおよ
びARPA情報を理解できる

三級海技士に含む「安全な航海維持のためのレーダおよびARPA情報の使用に関する能

力」を有すること（STCWコード A-2-1表：レーダ航法参照）（レーダの最小探知距離・最大探

知距離が重要）

5_1 Lv1 Lv2

制御監視対象船上にあるレーダと同程度の内容を表示する装置をROCにおいて操作し

（ROCでの操作は制御監視対象船上のレーダに影響を与えない），周囲対象物の情報（制

御監視対象船との位置関係やCPA等を含む）を確認できる

レーダで他船CPA等の確認 5_2 Lv1 Lv2

その情報の真正を、搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる レーダ情報の真偽確認 5_3 Lv1 Lv2
その装置から制御監視対象船の周囲対象物の情報（制御監視対象船との位置関係やCPA
等を含む）を確認し、利用できる

レーダ情報の利用 5_4 ー Lv2
三級海技士に含む「安全な航海維持のためのECDISの使用に関する能力」を有すること

（STCWコード A-2-1表：ECDISを使用する航海参照）
6_1 Lv1 Lv2

制御監視対象船上にあるECDISと同程度の内容を表示する装置をROCにおいて操作できる

（ROCでの操作は制御監視対象船上のECDISに影響を与えない）
ECDIS操作 6_2 Lv1 Lv2

その装置から制御監視対象船付近の周辺海域の海図情報（制御監視対象船の位置や水
深、険悪物等を含む）を確認できる

ECDISで水深・険悪物等の確認 6_3※ Lv1 Lv2
その情報の真正を搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる ECDIS情報の真偽確認 6_4 Lv1 Lv2
その装置から制御監視対象船がある周辺海域の海図情報（航路標識、水深、険悪物等を含
む）を確認し、利用できる

ECDIS情報の利用 6_5 ー Lv2
制御監視対象船上にあるAMSと同程度の内容を表示する装置をROCにおいて操作できる

（ROCでの操作は制御監視対象船上のAMSに影響を与えない）
AMS操作 7_1 Lv1 Lv2

その装置から制御監視対象船上のアラート（Alert/Warning/Caution）を確認できる AMSアラートの確認 7_2 Lv1 Lv2
その情報の真正を搭乗者とのコミュニケーションによって確認できる AMSアラートの真偽確認 7_3 Lv1 Lv2
テキストメッセージを制御監視対象船から受信できる 8_1 ALL
テキストメッセージを制御監視対象船に送信できる 8_2 ALL
音声により通信できる 8_3 ALL
通信障害の有無を確認できる 8_4 ALL

※はLevel1のみの質問項目，Level2はLevel1を包含する条件のためLevel2も同じと扱う

安全な航海維持のためのECDIS情報

を理解できる

安全な航海維持のためのアラートマネ
ジメントシステム（AMS）情報

（BNWASを含む）を理解できる

船陸間の通信に関して理解ができ
る

遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 結果ー各項目の特徴
レベル１

レベル１(n=16)

T:業務遂行能力、H:対人能力、C:概念化能力
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レベル2 5年未満(n=5)

レベル2 5年以上(n=11)

概念化能力（C）の近傍に
「遠隔操船の開始を判断して実行」に加え，
「AMS アラートの確認」や「ANS アラートの対応」
といった，システムから提示される情報への対応に
関する item が配置 

クラスタ分類は形成されなかった
これは対象としたitem間の関係が離散的ではなく，
連続的かつ統合的な構造を有すことを示唆

「遠隔操船の開始を判断して実行」に加え，「操
縦性能を加味した遠隔操船」「レーダの真偽確認」
「航海計画の確認」など，船舶性能や航海計画を
含めた，より広い時間的・空間的文脈に基づく判
断に関わる item が配置

遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 結果ー各項目の特徴
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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 考察

レベル1
 遠隔環境において体感できない気象・海象などの情報を，レーダ等の表示情報から補完的に

解釈する能力や，他船通信，危険船の抽出，針路調整といった具体的作業能力が重視
 高度な概念化能力を必ずしも要するものではなく、具体的な操作・技能習得が必要

遠隔オペレータに求められる能力は，
レベル1とレベル2で性質が大きく異なった

レベル２

レベル2
 遠隔環境における状況認識の困難さを前提に，判断や行動を先行させる統合的な能力が求

められる
 乗船経験が5年以上の被験者は，船上の船員およびレベル1からからの具体的な報告内容を

統合し，船舶性能や運航全体の文脈を踏まえて操船を実行する傾向があった

乗船経験は，レベル1・レベル2のいずれにおいても遠隔操船に欠くことのできない要素。遠隔オペレー
タ教育は，操作技能中心の訓練にとどまらず，段階的な能力構造の整理，乗船経験との組み合わ
せ，および倫理観・責任感を統合した専門的教育として設計する必要がある

どんな能力をもつ遠隔OPで
あれば，市場に受け入れら
れるかに着目

→手順化が可能な初期段階の技能訓練が適切と考えられる

→一定期間の乗船経験が重要な前提条件。遠隔からの意思決定という船上とは異なる状況特
性に焦点を当てた討議形式の教育が適すると考えられる

レベル１
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遠隔操船者の能力要件（1隻監視） 今後の課題と展望

• 本論で整理した能力要件は，ROC の ConOps や機能要件が未確定な状況において，特
定の運用前提と装置構成を想定して抽出したものである。前提を変更する場合には，再整
理が必要になる。例えば，レベル2に対して乗船経験5年以上が一つの目安として示唆された
知見は，「遠隔オペレータのみでの2名体制」を想定する結果である。これを「船上員と遠隔オ
ペレータが連携する2名体制」とする場合には，レベル2の役割を船上の船員が担うことで，遠
隔オペレータに求められる能力や必要な乗船経験年数を減じる余地がある。

• さらに，臨場感を高める技術や支援装置の導入は，体感できない情報の理解を，教育だけ
でなく技術的に補完できる可能性を有する。各装置について，人間の関与の在り方を更に検
討することは，臨場感を高める新技術や支援装置が導入された将来の ROC における教育・
訓練の検討への発展に寄与することが期待できる。
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